
消費生活相談（電話相談可）月〜金曜日
9：30〜12：00、13：00〜16：00
問消費生活センター ☎424-9116 

消費者消費者のの

窓窓
賃貸住宅トラブルに
遭わないために!

▶ 建物に不具合がある、害虫が発生する、更新や退去時の敷金返還
額に納得できない、といった相談が寄せられています
このようなトラブルを未然に防止するためには、
①  内覧する際、部屋の状況をよく確認しておきましょう。
②  契約書の記載内容をよく確認しましょう。
③  広告も保存しておくと良いでしょう。
④  入居時と退去時の両時点で、物件の状況を記録し写真などを
撮っておきましょう。

⑤  国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を確
認しておくと、敷金トラブルの未然防止に役立つでしょう。

▶トラブルが生じたときは、早めに相談しましょう
①  埼玉県住宅供給公社「住まい相談プラザ」（☎048-658-3017・
10：00～18：30・年末年始を除く毎日）では、賃貸・売買からリ
フォームなど様々な相談ができ、予約制の法律相談もあります。

②  不動産適正取引推進機構（☎0570-021-030・10：00～16：00・
土日祝日、年末年始を除く）は、不動産取引に関する電話相談が
できます。

◦ 土日でもつながる消費者ホットライン188（イヤヤ） 
をご利用ください

和光市消費生活センターTwitterで▶ 
啓発情報発信中です
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和光市の人口と世帯 （7月1日現在）  ◉人口 83,793人  男 43,006人  女 40,787人  ◉世帯数 42,812世帯  ◉前月より8人減
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広報わこうを音訳した「声の広報わこう」を
市HPで聴くことができます。
また、目の不自由な方には、デイジー図書（CD）を配布します。

「マチイロ」アプリで、
いつでも手軽に広報を
読むことができます。

市内の指定救急医療機関
�◦�時間帯によって希望する診療科目が対応できない場合があります。� �

事前に確認してからお出かけください

（独）埼玉病院 ☎462-1101　坪田和光病院 ☎465-5001

救急電話相談 ☎#7119（毎日24時間）
�◦�急な病気やけがに関して判断に迷った時はお気軽にお電話ください

上記でつながらない場合は�☎︎048-824-4199（ダイヤル回線、IP電話、PHS）

小児救急医療実施医療機関
◦�休日・夜間の当番日に治療にあたる小児科がある病院です。対応できない日もあります

（独）埼玉病院�☎︎462-1101

休日歯科応急診療所 応急処置のみ  9：00〜11：30

◦�今月の当番歯科医院はありません。�

休日対応をしている歯科医院（当番制）がある時のみ掲載します

休日処方せん応需薬局
日曜日・祝日に開局している薬局は右の

二次元コードから確認できます。

8月の休日当番医
診療時間／10：00〜16：00診療時間／10：00〜16：00

当番医は変更になる場合があります。事前確認してからお出かけください。

7（日）
新座� 新座むさし野クリニック（内、アレ、循内）�☎︎�048-489-5323
新座� 梅沢皮フ科クリニック（皮）� ☎︎�042-472-5118

11（木・祝）
朝霞� 大城クリニック（内、胃・肝内、内視鏡内科）�☎︎�048-463-1575
新座� 飛田耳鼻咽喉科（耳）� ☎︎�048-479-4062

14（日）
新座� 静風荘病院（内、呼内、消内、循内）� ☎︎�048-477-7300
和光� 和光駅前クリニック（外、内、小、整外、消内、肛、リハ）�☎︎�048-460-3466

21（日）
和光� 西谷医院（内、小、循内）� ☎︎�048-461-2226
新座� 新座すずのきクリニック（精・心内）� ☎︎�048-480-5511

28（日）
志木� 志木駅前クリニック（内、循内、腎内、糖内）�☎︎�048-473-8101
朝霞� さない耳鼻科クリニック（耳）� ☎︎�048-450-3710

消費生活センター☎424-9116困った時はすぐ相談

● 暮らし
相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

行政 10日（水） 10：00〜12：00 市民活動推進課

424-9129法律 ◎
3日（水）・9日（火）・
18日（木）・20（土）・
26（金）（女性弁護士）

10：30〜15：00
◦�20日（土）は�
9：00〜12：00

市民活動推進課
（相談室）

年金・保険・労働 ◎ 23日（火） 10：00〜12：00

消費生活 土日・祝日を除く毎日 � 9：30〜16：00 消費生活センター 424-9116

専門家相談 ◎ 18日（木） � 9：30〜12：00 和光市商工会 464-3552

不動産 ◎ 19日（金） 10：00〜12：00 （公社）埼玉県宅地建物取引業協
会県南支部（相談室） 468-1717

住宅（修理） 土日・祝日を除く毎日 � 8：30〜17：15 産業支援課 424-9114

女性 ◎ 9日（火）・23日（火） 11：00〜16：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

人権 24日（水） 10：00〜13：00（1組30分）
（12：00〜13：00も実施） 総務人権課（相談室） 424-9094

空き家 ◎ 19日（金） 10：00〜12：00 都市整備課（相談室） 424-9145

● 税金
相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

税務 ◎ 10日（水） � 9：00〜12：00 市民活動推進課（相談室） 424-9129

市税・納税
12日（金） 17：15〜19：00

収納課 424-9105
電話相談可20日（土） � 8：30〜12：00

● 子ども
相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

教育
日・祝日を除く毎日 � 9：30〜16：30 教育支援センター（本町小学校2階） 466-8341

電話相談可◦土曜日のみ9：30〜12：00（電話のみ）／20日(土)は校内工事のため休み

● 健康
相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

こころの相談
◎ 23日（火）（精神科医） 13：30〜15：00

保健センター 465-0311
◎ 24日（水）（臨床心理士） 13：00〜16：00

● 仕事
相談名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 電話番号

経営・創業 土日・祝日を除く毎日 � 9：00〜16：30 和光市商工会 464-3552

勤労青少年 ◎ 祝日を除く毎日 � 9：00〜16：00 勤労青少年ホーム�対 35歳以下
（空きがあれば36歳以上も可） 465-4841

職業相談・紹介 土日・祝日を除く毎日 10：00〜17：00 ふるさとハローワーク
（市役所6階） 464-8609

事業名 予約 日にち 時間 問合せ先（実施場所） 連絡先

妊娠・出産・ 
産後の相談
乳児・幼児・ 
学童の相談 
◦ 電話 
相談随時

◎

日・祝日を除く毎日
（中央子育て世代包
括支援センターは日・
祝日、第1・4・5土曜日
を除く毎日）

� 9：00〜17：00

南子育て世代包括支援センター 450-4706

本町子育て世代包括支援センター 460-1915

中央子育て世代包括支援センター 468-2312

北子育て世代包括支援センター 464-0194

北第二子育て世代包括支援センター 466-2658

わこう産前・産後ケアセンター 424-7275

土日・祝日を除く毎日 � 8：30〜17：15 ネウボラ課 424-9087

乳児相談
（来所）  ◎

20日（土） 9：30〜11：30 わこう産前・産後ケアセンター
申 8月2日（火）10：00から　定 15組

424-7275

23日（火） 10：00〜11：30 南子育て世代包括支援センター
申 8月2日（火）9：00から電話又は窓口で

450-4642

対 生後12か月まで　内 身体計測、栄養、育児相談　持 母子手帳、タオル

すくすく相談 ◎
2日（火） 13：00から ネウボラ課 424-9087

対 未就学児　内 未就学児の発達・発育　持 母子手帳

新米ママ学級
（第1子優先） ◎

23日（火）
応募多数の場合24日(水)も開催

10：00〜11：30

本町子育て世代包括支援センター
申 8月14日(日)〜16日(火)にメールで

mama-shien
@npo-aid.com

27日（土）
応募多数の場合同日午後も開催

わこう産前・産後ケアセンター
申 8月19日（金）10：00から　定 5組

424-7275

対 令和4年6月生まれの子と母　内 赤ちゃんとの生活、健康チェックのしかた�など　持 母子手帳
◦メール件名に、母の氏名、本文に子のカナ氏名・誕生日・電話番号・第何子目かを記載

赤ちゃん学級
（第1子優先） ◎

9月2日（金）・7日（水） 13：15〜15：00 北第二子育て世代包括支援センター 466-2658

対 令和4年1〜4月生まれの児とその母親　定 27組　内 病気の予防と手当�など　持 母子手帳、筆記用具
申 8月1日（月）9：00から電話又は窓口で　◦定員に満たない場合は第二子以降の方も参加可能

8月の相談日 相談は無料です。プライバシーは必ず守られます。各相談とも12：00〜13：00は除きます。
予約の欄に◎のあるものは要予約です。日程・場所は変更になる場合があります。
詳細は市HPをご覧いただくか、問い合わせください。

◦ 施設ごとに対象居住地が異なります。詳細は各センターへ問い合わせください
わこう版 ネウボラ事業（子ども・子育て）


